
政
令
第
五
十
八
号

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
「
協
定
」
と
い
う
。
）
」
を
「
こ
の
条
に
お
い
て
「
協
定
」
と
い
う
。
）
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ

ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
（
以
下
「
改
正
協
定
」
と
い

う
。
）
そ
の
他
の
国
際
約
束
」
に
、
「
協
定
の
」
を
「
国
際
約
束
の
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
協
定
」
を
「
改
正
協
定
」
に
、
「
付
表
４
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
」
を
「
付
表
５
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
又

は
同
附
属
書
Ⅰ
日
本
国
の
付
表
６
に
掲
げ
る
建
設
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
建
設
工
事
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
を

削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
含
む
」
を
「
含
み
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
建
設
工
事
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
民
間
資
金



等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
七

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
を
実
施
す
る
た
め
締
結
さ
れ
る
契
約
に
限
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。

第
六
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

第
七
条
の
見
出
し
中
「
公
示
」
を
「
公
示
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

特
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

令
第
百
六
十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二

一
連
の
調
達
契
約
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

三

契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語



第
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
が

日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行

の
日
前
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
因
に
係
る
契
約
で
同
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。





理

由

二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
を
実
施
す
る
た
め
、

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
公
告
を
す
る
事
項
を
追
加
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


